
  

  

  

  

  

  

  

  

  

ⅢⅢ  第第 55 期期大大分分市市地地域域福福祉祉計計画画・・第第 66 次次地地域域福福祉祉活活動動計計画画

にに関関連連すするる取取りり組組みみににつついいてて
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ⅢⅢ  第第５５期期大大分分市市地地域域福福祉祉計計画画・・第第６６次次地地域域福福祉祉活活動動計計画画にに
関関連連すするる取取りり組組みみににつついいてて  

施策の体系に沿って、市役所と市社協の取り組みを整理しています。 
また、「大分市重層的支援体制整備事業実施計画」「大分市成年後見制度利用促進基本計画」
「大分市再犯防止推進計画」に関する取り組みについても関連付けています。 

施施策策のの体体系系  
基本理念 基本目標 施策の方向 取り組み

（１）地域福祉活動への参加推進 ①地域福祉への意識の醸成

①地域課題解決にむけた人材養成

②担い手の発掘・養成

③活動しやすい環境づくり

（３）人権教育・啓発 ①地域での人権意識の啓発

①地域活動へのきっかけづくり

②地域と学校の連携

③交流の場づくりや交流促進への支援

④情報発信

①市社協の体制強化

②住民相互の見守り支援活動の充実

③地域活動への支援

①分かりやすい情報提供

②相談体制の充実

①顔の見える関係の構築

②生活困窮者への支援

③市役所の体制整備

④専門・相談機関の連携強化

①成年後見制度の利用促進

②権利擁護における体制強化

③再犯防止の推進

①地域特性に応じた移動支援

②空き家等への対策

③安全・安心の環境整備

④地域防災力の強化

（４）安心して暮らせるための基盤づくり

支
え
合っ

て

共
に
生
き
る

ひ
と
が
主
役
の
ま
ち
づ
く
り

1.お互いに支え合うひとづくり （２）地域福祉に関する学びの機会充実

2.地域で支え合う場づくり

（１）地域住民の交流促進

（２）住民が地域活動に参加しやすい環境づくり

3.誰もが安心して暮らすための体制
づくり

（１）困りごとをキャッチしやすい環境づくり

（２）誰もが相談しやすい支援体制の整備

（３）権利擁護の推進
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施策の方向

（１）地域福祉活動への参加推進

番号 事業名 取り組み（事業）の概要 担当課 重層事業成年後見再犯防止

1 大分市社会福祉大会
長年にわたり地域福祉の発展に尽力された方々を表彰するとと
もに、地域で社会福祉に携わる関係者が一堂に会し、より一層
総力を結集し、大分市の社会福祉の更なる充実を目指すことを
目的に開催します。

福祉保健課
市社協 ー ー ー

2 “社会を明るくする運動”作文コン
テスト

“社会を明るくする運動”作文コンテストの応募について、小
中学校に依頼します。 学校教育課 ー ー 〇

3 地域福祉活動の普及啓発
市社協の機関紙である「おおいた市社協だより」やホームペー
ジ、フェイスブックを用いて、住民の地域福祉活動への意識を
高めることを目的として、大分市内の地域福祉活動や市社協の
事業などを発信します。

市社協
（総務課） ー ー ー

取取りり組組みみ（（事事業業））一一覧覧
基本目標 取り組み

1.お互いに支え合うひとづくり ①地域福祉への意識の醸成

39
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施策の方向

（２）地域福祉に関する学びの機会充実

番号 事業名 取り組み（事業）の概要 担当課 重層事業成年後見再犯防止

4 福祉副読本「ふくしの心」
小学校5、6年生を対象として思いやりの心の醸成やボランティ
ア活動について考える福祉副読本「ふくしの心」を作成し、学
校教材として使用します。

福祉保健課
市社協 ー ー ー

5 福祉の心を育む教育の充実
各学校の実情に応じた福祉体験活動などにより、社会に奉仕す
る精神、思いやりの心を養うなど、福祉の心を育む教育の充実
に努めます。

学校教育課 ー ー ー

6 応急手当普及啓発事業
現場に居合わせた人が適切な応急手当を行えるように、普通救
命講習、上級救命講習、応急手当普及員講習などの救命講習を
開催します。

消防局
救急救命課 ー ー ー

7 隣保事業の充実

地域社会全体の中で福祉の向上や人権啓発並びに住民交流の拠
点となる開かれたコミュニティセンターとして、生活上の各種
相談や「暮らしの中の人権講座」「人権を考える講演会」を開
催するなど人権課題を解決するための各種事業を総合的に実施
します。

人権・同和対策課
（旭町文化セン
ター）

ー ー ー

8 児童生徒のボランティア活動への参
加

学校や地域社会の中で、ボランティア活動を積極的に行うこと
によって進んで他に奉仕し、共によりよい集団生活や社会生活
を築いていこうとする態度の育成を図ります。

学校教育課 ー ー ー

9 動物愛護マナーアップ推進事業
犬猫等の適正飼養・適正管理について、イベントやしつけ教
室、ホームページ等で広報・啓発を行うとともに、動物に関す
る問題に対しては、地域、関係部署と連携して取り組みます。

衛生課
（大分市動物愛護
センター）

ー ー ー

10 地域介護予防活動支援事業
介護予防活動を住民主体で地域に展開することを目指して、地
域ふれあいサロン事業や健康づくり運動教室等に対し、介護予
防に携わるボランティア等の人材育成や住民運営の通いの場の
支援を行います。

長寿福祉課 〇 ー ー

11 福祉教育支援事業 小中学校に出向き、「福祉学習プログラム」を活用した体験型
学習の支援を行います。

市社協
（地域福祉課） ー ー ー

12 施設ボランティア体験事業 福祉施設などで短期的にボランティア活動を体験してもらい、
ボランティア活動や地域福祉活動へのきっかけを提供します。

市社協
（地域福祉課） ー ー ー

取取りり組組みみ（（事事業業））一一覧覧
基本目標 取り組み

1.お互いに支え合うひとづくり ①地域課題解決にむけた人材養成
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施策の方向

（２）地域福祉に関する学びの機会充実

番号 事業名 取り組み（事業）の概要 担当課 重層事業成年後見再犯防止

13 ゲートキーパー養成研修
自殺の危険を示すサインに気づき、声をかけ、話を聞いて、必
要な支援につなぎ、見守る「ゲートキーパー」の養成を行いま
す。

保健予防課 ー ー ー

14 子ども会リーダー研修
子ども会育成指導者研修会

子ども会のリーダー等を対象とした研修会や、子どもたちの活
動を支援・指導するための実践力を養う子ども会育成指導者等
を対象とした研修会を１３地区公民館で行うことで、子ども会
を含む地域活動を支援します。

社会教育課 ー ー ー

15 大分市健康づくり運動指導者養成
市民の健康づくりの推進にむけて、高齢者が身近な場所で気軽
に健康づくり運動教室に参加できるように、市民健康づくり運
動指導者養成講座を開講し、運動指導者を養成します。

長寿福祉課 ー ー ー

16 地域コミュニティ創造事業

少子高齢化や人口減少が進む中で「地域コミュニティ」を持続
的に発展させていくためには、「人材の確保と育成」が重要で
あることから、住民の地域活動への関心を高めるとともに、地
域を牽引するリーダーの育成や担い手の確保を支援する事業を
展開します。

市民協働推進課 ー ー ー

17 認知症サポーター養成講座 認知症に理解ある地域づくりを目的として認知症についての出
前講座を開催します。 長寿福祉課 ー ー ー

18 地域福祉推進委員の養成
小地域福祉ネットワーク活動を推進するために、地域の支援者
や団体、多様な世代などとの「話し合いの場」の開催をすすめ
る人材として地域福祉推進委員の養成に取り組みます。

市社協
（地域福祉課） ー ー ー

19 地域福祉活動ボランティア育成事業
地域福祉活動を推進するため、ボランティア活動の活性化を図
り、養成講座等を通して、新たなボランティアの育成に取り組
みます。

市社協
（地域福祉課） ー ー ー

取取りり組組みみ（（事事業業））一一覧覧
基本目標 取り組み

1.お互いに支え合うひとづくり ②担い手の発掘・養成
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施策の方向

（２）地域福祉に関する学びの機会充実

番号 事業名 取り組み（事業）の概要 担当課 重層事業成年後見再犯防止

20 ワーク・ライフ・バランスの推進に
向けた周知・啓発

ワーク・ライフ・バランスの推進に向け、市報・ホームページ
や広報紙を活用し、市民に対する周知・啓発を行います。 商工労政課 ー ー ー

21 自治会活性化推進事業

自治会相互の緊密な連携を図り、共通事項について調査研究を
するとともに、各自治会に対して必要な助言を行い、もって自
治会活動の円滑な運営並びに住民の福祉の向上及び地域社会の
発展に寄与するために設立された「大分市自治会連合会」の運
営を支援します。また、自治会の活動事例の共有や講習会等を
通して自治会運営のスキルアップを図ります。

市民協働推進課 ー ー ー

22 農林水産業への就業支援
本市で農林水産業に就業を希望する方に対して、就業相談の受
付、技術習得に必要な研修などを実施し、就業支援を行いま
す。

農政課
林業水産課 ー ー 〇

23 障がい者職場実習促進事業
企業への就職を目指す障がい者と、障がい者雇用に取り組もう
とする企業をマッチングする事業です。職場実習生を受け入れ
た企業及び実習生本人には、「障がい者職場実習促進奨励金」
を交付します。

商工労政課 ー ー 〇

24 高齢者の就労支援
高齢者の就労機会の確保を図り、社会参加を促進するととも
に、大分市シルバー人材センターに補助金を交付し、活動を支
援します。

商工労政課 ー ー 〇

25 若年者等就労応援事業 ヤングキャリアアドバイザー事業や各種講座の開催を通して、
若年者の就労を支援します。 商工労政課 ー ー 〇

26 青少年問題協議会

青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策樹立に
つき必要な事項を調査審議します。
青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の適切
な実施をするために必要な関係機関相互の連絡調整を図りま
す。

社会教育課 ー ー 〇

27 あなたが支える市民活動応援事業

ボランティア団体やNPO法人などの市民活動団体が自主的に行
う公益性の高い事業に対して、市民の届出（応援したい団体）
に応じた補助金を交付します。
届出をした方が前年度納付した個人市民税の１% 相当額を補助
金として活用する団体は、それぞれの活動分野ごとに特長ある
事業を実施します。

市民協働推進課 ー ー ー

取取りり組組みみ（（事事業業））一一覧覧
基本目標 取り組み

1.お互いに支え合うひとづくり ③活動しやすい環境づくり
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施策の方向

（３）人権教育・啓発

番号 事業名 取り組み（事業）の概要 担当課 重層事業成年後見再犯防止

28 人権学習
市内小中学生を対象に高齢者、障がい者、妊婦などの擬似体験
をしてもらうことで、こうした方々の立場に立って、思いやり
の心で考え、行動できるよう学習の機会を提供します。

人権・同和対策課
(人権啓発セン
ター（ヒューレお
おいた）)

ー ー ー

29 地域等における男女共同参画の推進
男女共同参画の推進にかかる広報・啓発を行うとともに「 男女
共生セミナー」や「男女共生講座（講師派遣）」において学習
の機会を提供します。

生活安全・男女共
同参画課（男女共
同参画センター）

ー ー ー

30 地区公民館における人権講座
全ての地区公民館で、「暮らしの中の人権講座」「人権・同和
問題専門講座」を開催し、市民の人権意識の高揚を目指しま
す。

市民協働推進課 ー ー ー

31 地域における人権講座の開催支援
様々な学習機会を利用して地域に根ざした人権講座（懇談会）
への講師派遣や教材の提供を通じて、住民の人権・同和問題へ
の理解を深める活動をサポートします。

人権・同和教育課 ー ー ー

32 子育て支援・児童虐待防止啓発講演
会

児童虐待の発生予防や、早期発見· 早期対応の実現を目的に、
市民および子どもに関わる支援者にむけて講演会を開催しま
す。

子育て支援課 ー ー ー

33 ヤングケアラー啓発事業
ヤングケアラーについての周知を図るため、配慮すべき内容や
気づきを生むためのハンドブックを作成し、中・高生等に配布
します。

子育て支援課 ー ー ー

34 人権教育・啓発
「市民一人ひとりが互いに人権を尊重し合い、共に生きる喜び
を実感できる地域社会の実現」を基本目標に、市民と行政が一
体となって、家庭・地域・学校・職場等あらゆる場における人
権教育・啓発を推進します。

人権・同和対策課
人権・同和教育課
社会教育課

ー ー 〇

取取りり組組みみ（（事事業業））一一覧覧
基本目標 取り組み

1.お互いに支え合うひとづくり ①地域での人権意識の啓発
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施策の方向

（１）地域住民の交流促進

番号 事業名 取り組み（事業）の概要 担当課 重層事業成年後見再犯防止

35 市民いっせいごみ拾い 「日本一きれいなまちづくり」運動の一環として、自治会単位
での清掃活動を市内全域でいっせいに実施します。 市民協働推進課 ー ー ー

36 ノーマライゼーション推進事業
共生社会の実現を目指すノーマライゼーションの理念に基づ
き、障がい者等の社会参加の促進をはじめとした、官民一体と
なった取り組みを通じて共生社会の実現を図ります。

障害福祉課 ー ー ー

取取りり組組みみ（（事事業業））一一覧覧
基本目標 取り組み

2.地域で支え合う場づくり ①地域活動へのきっかけづくり
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施策の方向

（１）地域住民の交流促進

番号 事業名 取り組み（事業）の概要 担当課 重層事業成年後見再犯防止

37 放課後児童クラブ事業 就労などにより保護者が昼間家庭にいない小学校の児童を対象
として、放課後に適切な遊びや生活の場を提供します。 子育て支援課 ー ー ー

38 オープンスクール オープンスクールなどの実施により、地域に根ざした開かれた
学校づくり、信頼される学校づくりに努めます。 学校教育課 ー ー ー

39 学校運営協議会制度
学校評議員制度

学校運営協議会制度や学校評議員制度を活用し、住民及び保護
者などの学校運営への参画を進めることにより、学校と住民な
どとの信頼関係を深め、共に児童生徒の豊かな学びと育ちの創
造に努めます。

学校教育課 ー ー ー

40 大分市地域コーディネータ設置事
業

幅広い地域住民の参画を得て、地域全体で子どもたちの学びや
成長を支えるとともに、「学校を核とした地域づくり」に取り
組みます。

社会教育課 ー ー ー

取取りり組組みみ（（事事業業））一一覧覧
基本目標 取り組み

2.地域で支え合う場づくり ②地域と学校の連携
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施策の方向

（１）地域住民の交流促進

番号 事業名 取り組み（事業）の概要 担当課 重層事業成年後見再犯防止

41 校区公民館、自治公民館等建設費・
運営費補助金

校区公民館や自治公民館などの建設費や運営費を補助し、地域
活動への支援を行います。 市民協働推進課 ー ー ー

42 おおいたふれあい学びの広場推進事
業

住民や団体・グループなどが、自己の学習成果や経験を活かし
て、子どもの体験活動を中核とした事業に取り組み、地域で子
どもの体験活動を支えていこうとする体制づくりを推進しま
す。

社会教育課 ー ー ー

43 民生委員・児童委員活動への支援 民生委員・児童委員が地域で円滑に活動することができるよ
う、活動費の支給や、活動に関する様々な研修を実施します。 福祉保健課 ー ー ー

44 障がい者就労ピアサポートサロンお
おいた事業

就労を希望する障がい者や現在就職している障がい者の交流·
情報交換の場を設けます。 障害福祉課 ー ー ー

45 認知症カフェへの支援
認知症カフェ関係団体の情報共有や横のつながりづくりを目的
とした研修会を開催します。また、新規開設時などに運営費の
補助を行います。

長寿福祉課 ー ー ー

46 大分市食生活改善推進員活動事業
子どもから高齢者まで様々な世代を対象にした料理教室等を地
区公民館などで開催し、食生活の改善を中心とした健康づくり
や食育の普及啓発活動に取り組みます。

健康課 ー ー ー

47 地域生活支援事業
障がい者が地域で様々な活動に参加し、安心して生活できるよ
う障がい福祉サービスや施設整備などハード・ソフト両面にお
ける環境整備に努めます。

障害福祉課 〇 〇 ー

48 参加支援事業
従来の高齢者、障がい者、子育て中の者といった対象者、属性
ごとにつくられた事業では対応できない人のために、本人やそ
の世帯のニーズを把握し、支援ニーズに合うよう、既存の社会
資源の拡充を図り、マッチングなどを行います。

福祉保健課
市社協 〇 ー 〇

49 大分市地域ふれあいサロン事業
地域住民のつながりづくりや仲間づくり、孤立・閉じこもりの
防止、介護予防を目的に、地域の高齢者が集まる場であるサロ
ンへの活動支援を行います。

長寿福祉課
市社協 ー ー ー

50 ふれあい・いきいきサロン 住民同士の交流のきっかけづくりとして、住民の方々とともに
交流の場づくりに取り組みます。

市社協
（地域福祉課） ー ー ー

51 音楽指導員派遣事業 地域や施設· 病院などに出向き、音楽を通じた生きがいづく
り、心身の健康づくり、仲間づくりの促進を行います。

市社協
（地域福祉課） ー ー ー

取取りり組組みみ（（事事業業））一一覧覧
基本目標 取り組み

2.地域で支え合う場づくり ③交流の場づくりや交流促進への支援

46
 46 47



施策の方向

（１）地域住民の交流促進

番号 事業名 取り組み（事業）の概要 担当課 重層事業成年後見再犯防止

52 生涯学習ポータルサイト「まなびの
ガイド」

市民の生涯学習を支援するために、大分市内１３地区公民館な
どの社会教育施設の情報や教室・講座、サークル、生涯学習指
導者などに関する情報を提供します。

社会教育課 ー ー ー

53 地域の支え合い活動事例の紹介 地域の支え合い活動の好事例や、活動の中心となっている地域
リーダーの情報を収集し、市ホームページに掲載します。 福祉保健課 ー ー ー

54 大分市地域コミュニティネットの運
営

誰もが簡単にホームページを作成して地域情報などを発信でき
るツールです。公民館や地域で活動する団体が自らの手で、イ
ベントや講座などの地域行事、団体の活動状況などの情報を紹
介する場を提供します。

情報政策課 ー ー ー

55 大分市健康推進員地域活動事業
地域のイベントなどで健康に関する情報発信を行ったり、市民
健診、保健所事業の啓発や参加勧奨などを行っています。ま
た、活動を通じて得た住民の声や、健康課題を市役所に伝え、
地域と行政のパイプ役となっています。

健康課 ー ー ー

56 保護司活動に関する情報発信 市報やホームページ等により、保護司活動に関する情報発信を
推進します。 福祉保健課 ー ー 〇

取取りり組組みみ（（事事業業））一一覧覧
基本目標 取り組み

2.地域で支え合う場づくり ④情報発信

47
47



施策の方向

（２）住民が地域活動に参加しやすい環境づくり

番号 事業名 取り組み（事業）の概要 担当課 重層事業成年後見再犯防止

57 市社協への支援強化 社会福祉法の規定に基づき地域福祉推進の中核を担う市社協
へ、運営補助金などを通じた支援の強化を図ります。 福祉保健課 ー ー ー

58 市社協の組織力強化 地域福祉推進の中核的な役割を担うため、事務所機能の強化を
図り、職員が地域に出向きやすい体制強化に取り組みます。

市社協
（地域福祉課） ー ー ー

取取りり組組みみ（（事事業業））一一覧覧
基本目標 取り組み

2.地域で支え合う場づくり ①市社協の体制強化

48
 48 49



施策の方向

（２）住民が地域活動に参加しやすい環境づくり

番号 事業名 取り組み（事業）の概要 担当課 重層事業成年後見再犯防止

59 高齢者ファミリー・サポート・セン
ター事業

食事の準備や部屋の掃除、ごみの搬出などを行ってほしい65歳
以上の高齢者（依頼会員）の依頼に応じて、それを支援するこ
とができる人（援助会員）を紹介することで、高齢者の在宅支
援を行います。

長寿福祉課 ー ー ー

60 子育てファミリー・サポート・セン
ター事業

保育所や放課後児童クラブへの送迎など一時的に子どもを預
かってほしい人（依頼会員）の依頼に応じて、育児の手助けが
できる人（援助会員）を紹介することで、子育て中の家庭を応
援します。

子育て支援課 ー ー ー

61 大分あんしんみまもりネットワーク
認知症などにより外出時、道に迷うおそれのある高齢者の情報
を事前にネットワークに登録し、高齢者が行方不明になった場
合に、企業・団体・行政が一体となって捜索に協力し、早期発
見につなげられるよう支援します。

長寿福祉課 ー ー ー

62 青少年の健全育成活動
大分市青少年健全育成連絡協議会と連携し、すこやか大分っ子
サポートパトロール等を通じた子どもの安全確保や有害環境の
浄化活動等を推進し、青少年の健全育成を図ります。

社会教育課 ー ー 〇

63 小地域福祉ネットワーク活動事業 住民同士の「見守り・話し合い・助け合い」の活動を促進し、
困りごとに気づき合い助け合える地域づくりを支援します。

市社協
（地域福祉課） ー ー ー

取取りり組組みみ（（事事業業））一一覧覧
基本目標 取り組み

2.地域で支え合う場づくり ②住民相互の見守り支援活動の充実

49
49



施策の方向

（２）住民が地域活動に参加しやすい環境づくり

番号 事業名 取り組み（事業）の概要 担当課 重層事業成年後見再犯防止

64 生活支援体制整備事業

高齢者の生活支援や社会参加を踏まえた、住民同士の助け合い
活動等が広がることを目的に、住民などに対する働きかけや活
動支援を行う「生活支援コーディネーター」を配置し、校
（地）区社協ごとに、話し合いの場（協議体）づくりを支援し
ます。

長寿福祉課
市社協 〇 ー ー

65 地域づくり交付金事業

概ね小学校区を活動範囲とし、様々な団体から組織される「ま
ちづくり協議会」が自主的かつ自立的に行う、地域の課題解決
や活性化を図る取り組みに対して、既存の補助金などをひとつ
にまとめ、地域の実情に応じた活用ができる地域づくり交付金
を交付します。

市民協働推進課 ー ー ー

66 地域コミュニティ子育て応援事業
地域社会で子育てを支援するため、子どもと保護者が気軽に集
い、ともに遊び、学び、相談できる場の提供を行う地域の団体
に対し活動費の助成を行います。

子育て支援課 ー ー ー

67 ボランティア活動支援事業
ボランティア活動の普及啓発や、ボランティアが安心して活動
できるための保険加入制度の紹介、手続き及び活動助成金の交
付などを行います。

市社協
（地域福祉課） ー ー ー

68 校（地）区社協活動の充実

校（地）区社協ごとに、地域の状況や課題に対して、それぞれ
の活動者の対応状況などを共有する話し合いの場づくりと、こ
の場を活用した校（地）区社協地域福祉活動計画の策定促進及
び計画の実施を支援するとともに住民同士のつながりをつくる
取り組みを活用して新たな担い手の参加を促進します。

市社協
（地域福祉課） ー ー ー

取取りり組組みみ（（事事業業））一一覧覧
基本目標 取り組み

2.地域で支え合う場づくり ③地域活動への支援

50
 50 51



施策の方向

（１）困りごとをキャッチしやすい環境づくり

番号 事業名 取り組み（事業）の概要 担当課 重層事業成年後見再犯防止

69 大分市人材バンク管理運営
生涯学習指導者やボランティアグループ、NPO 法人など幅広い
知識や経験を有する人材情報を広く市民の皆様に分かりやすく
大分市人材バンクのホームページに掲載します。

生活安全・男女共
同参画課（ライフ
パル）

ー ー ー

70 休日・夜間当番医などの広報
「市報おおいた」や市ホームページに休日・夜間当番医、相談
窓口の一覧、在宅医療と介護に関する資源マップなどを掲載
し、広報を行います。

保健総務課 ー ー ー

71 相談窓口一覧「その悩み抱え込まず
に相談を」の普及

各種専門窓口の情報を掲載したチラシなどの媒体を作成し、対
象に応じて効果的に配布します。 保健予防課 ー ー ー

72 「市報おおいた」などによる広報
「市報おおいた」や市ホームページにて、子育て支援や障がい
者福祉、高齢者福祉などに関する相談窓口の広報を行います。 広聴広報課 ー ー ー

73 勤労者応援窓口一覧の広報 「市報おおいた」や市ホームページにて、求職者・勤労者支援
に関する相談窓口の広報を行います。 商工労政課 ー ー ー

74 住宅確保要配慮者への住まいの情報
提供

居住支援法人との連携等住宅セーフティーネット制度による住
まいの確保、高齢者や障がい者、更生保護対象者などの住宅確
保に特に配慮を要する方の居住の安定確保を推進します。

住宅課 ー ー 〇

75 大分市の福祉と保健 市ホームページに福祉保健行政の様々な情報を掲載し、広報を
行います。 福祉保健課 ー ー ー

取取りり組組みみ（（事事業業））一一覧覧
基本目標 取り組み

3.誰もが安心して暮らすための体制づくり ①分かりやすい情報提供

51
51



施策の方向

（１）困りごとをキャッチしやすい環境づくり

番号 事業名 取り組み（事業）の概要 担当課 重層事業成年後見再犯防止

76 身体障害者相談員
知的障害者相談員

身体障がい者および知的障がい者の更生援護の相談に応じると
ともに、関係機関の業務に対する協力を行います。 障害福祉課 ー ー ー

77 地域包括支援センター
高齢者の総合相談窓口として、専門的な支援を行うとともに、
介護・福祉・保健・医療の関係者や住民とともに地域のネット
ワークを構築し、地域包括ケアシステムの推進を図ります。

長寿福祉課 〇 〇 〇

78 大分市障がい者相談支援センター

障がい者の高齢化、重度化や「親亡き後」を見据え、障がい者
が住み慣れた地域で安心して暮らしていけるよう様々な支援を
切れ目なく提供できる仕組みを構築するため、地域支援のため
の拠点の整備や、地域の事業者が機能を分担して多面的な支援
を行う体制などの整備を推進します。

障害福祉課
市社協 〇 〇 〇

79 乳児家庭全戸訪問事業
（こんにちは赤ちゃん訪問）

生後4カ月までの赤ちゃんがいる全世帯に保健師や助産師、看護
師などが訪問し、様々な不安や悩みを聞き、子育てに関する情
報提供や、各種専門機関の紹介などの支援を行います。

健康課 ー ー ー

80 健康相談窓口
中央保健センター、東部・西部保健福祉センター、5箇所の健康
支援室にて心身の健康や妊娠・出産・子育てに関する相談窓口
を開設します。

健康課 ー ー ー

81 精神保健福祉相談 心の悩みや不安があるなど、心の健康に関する相談に応じて、
関係機関と連携を図り、適切な支援を行います。 保健予防課 ー ー 〇

82 市民相談 知的障がい、聴覚障がいなどに関する相談日を設け、必要に応
じて各種専門機関を紹介します。

広聴広報課
（市民相談室） ー ー ー

83 地域子育て支援拠点事業
市内11 箇所にこどもルームを設置し、子育て家庭の交流を行う
とともに、地域子育て支援室において、子育て教室を実施する
ことにより、子育て家庭に適切な情報の提供や援助を行なった
り、子育てサークルの育成・支援などを行っています。

子育て支援課 〇 ー ー

84 ひとり親家庭等の母子・父子相談窓
口

母子・父子自立支援員が、子育て、生活支援、就業支援、養育
費確保支援など、ひとり親家庭等に対する総合支援のための相
談に応じます。

子育て支援課 ー ー 〇

85 【利用者支援事業】
地域子育て相談機関 子育て世帯の不安解消や状況把握を行います。 子育て支援課

保育・幼児教育課 〇 ー 〇

86 【利用者支援事業】
保育コンシェルジュ

保育サービスに関する相談対応を行うとともに、地域における
幼児教育・保育施設や各種保育サービスに関する情報提供、利
用に向けての相談対応などを行います。

子ども入園課 〇 ー 〇

取取りり組組みみ（（事事業業））一一覧覧
基本目標 取り組み

3.誰もが安心して暮らすための体制づくり ②相談体制の充実

52
 52 53



施策の方向

（１）困りごとをキャッチしやすい環境づくり

番号 事業名 取り組み（事業）の概要 担当課 重層事業成年後見再犯防止

87 専門家による教育相談
小中学校等にスクールカウンセラーやスクールソーシャルワー
カーを配置し、様々な悩みを抱える児童生徒及び保護者に対し
て適切に相談支援を行います。

大分市教育セン
ター
学校教育課

ー ー 〇

88 アウトリーチ等を通じた継続的支援
事業

支援関係機関等との連携や地域住民とのつながりを構築する中
で、複数分野にまたがる複合化・複雑化した課題を抱えている
ために必要な支援が届いていない人を把握したうえで、本人と
直接対面するなど、信頼関係に基づくつながりを形成します。

福祉保健課
市社協 〇 〇 〇

89 意思疎通支援事業 聴覚障がい者等に対し、意思疎通を支援するため手話通訳者・
要約筆記者等を派遣します。 障害福祉課 ー ー ー

90 生活困窮者支援等のための地域づく
り事業

地域におけるつながりの中で、住民がもつ多様なニーズや生活
課題に柔軟に対応できるよう、身近な地域における共助の取り
組みを活性化させ、地域福祉の推進を図ります。

生活福祉課 〇 ー 〇

取取りり組組みみ（（事事業業））一一覧覧
基本目標 取り組み

3.誰もが安心して暮らすための体制づくり ②相談体制の充実

53
53



施策の方向

（２）誰もが相談しやすい支援体制の整備

番号 事業名 取り組み（事業）の概要 担当課 重層事業成年後見再犯防止

91 高齢者虐待防止ネットワーク事業 事例検討、虐待事例に対する早期発見、対応、市民周知、広報
などのネットワークづくりを行います。 長寿福祉課 ー ー ー

92 地域ネットワーク会議
地域包括支援センターが、地域の代表者や関係機関と地域課題
を共有する中で、解決にむけた協議を行い、地域のネットワー
ク構築を図ります。

長寿福祉課 ー ー ー

93 大南地域ネットワーク会議
支所や公民館、健康支援室、子どもルーム、地域包括支援セン
ターの職員が３か月に１回程度連絡会を開催し、情報共有や課
題対策の検討を行います。

大南支所 ー ー ー

94 要保護児童対策地域協議会
医師会、弁護士会、民生委員児童委員協議会、公立小中学校、
警察などを構成機関とし、保護・支援を要する全ての子どもお
よびその保護者などへの適切な支援を図るために必要な情報交
換を行うとともに、支援の内容を協議します。

子育て支援課 ー ー ー

取取りり組組みみ（（事事業業））一一覧覧
基本目標 取り組み

3.誰もが安心して暮らすための体制づくり ①顔の見える関係の構築

54
 54 55



施策の方向

（２）誰もが相談しやすい支援体制の整備

番号 事業名 取り組み（事業）の概要 担当課 重層事業成年後見再犯防止

95 生活困窮者自立支援事業
就労の状況、心身の状況、地域社会との関係性その他の事情に
より、現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することが
できなくなるおそれのある生活困窮者に対して、他の専門機関
と連携して、その方の自立にむけた支援を行います。

生活福祉課
市社協 ー ー 〇

96 子どもの貧困対策 「子どもの貧困対策の推進に関する法律」に基づき、関係課と
の連携のもと、子どもの貧困対策を総合的に推進します。

子ども企画課
生活福祉課
学校教育課

ー ー ー

97 【生活困窮者自立支援事業】
自立相談支援

生活にお困りの方からの相談に応じ、必要な情報提供及び助言
を行うとともに、当該相談者の自立の促進を図るための支援計
画の作成や関係機関との連絡調整等を行います。

生活福祉課
市社協 〇 〇 〇

98
【生活困窮者自立支援事業（生活保
護制度含む）】
就労準備支援

直ちに就職が困難な方に対して、生活習慣の確立、社会参加能
力の形成、就労体験、履歴書の書き方などの支援を行うことに
より、一般就労に従事する準備としての基礎能力を形成しま
す。

生活福祉課 ー ー 〇

99 就労支援プログラム（生活保護制
度）

ハローワークへの同行訪問、就労開始後のフォロー等就労支援
プログラムを中心に生活保護受給者への自立支援を行います。 生活福祉課 ー ー 〇

100 生活保護受給者等就労自立促進事業
大分市と大分労働局が一体的に行う事業で、大分市の就労支援
員とハローワークの就職支援ナビゲーターがチームを組んで、
生活保護や児童扶養手当を受給されている方、生活困窮者等の
就労支援を行います。

生活福祉課
子育て支援課
市社協

ー ー 〇

101 市営住宅等での受け入れ 住宅・福祉部局間の連携により、住宅に困窮する方へ随時入居
が可能な市営住宅等の情報提供を行います。 住宅課 ー ー 〇

102 【生活困窮者自立支援事業】
住居確保給付金の支給

離職等で経済的に困窮し、住宅を失った方、又は失うおそれが
ある方に対して、家賃相当分の住居確保給付金を支給（有期）
することにより、安定した住宅確保と就労による自立に向けた
支援を行います。

生活福祉課
市社協 ー ー 〇

103 生活保護
病気や失業その他の事情により生活できなくなった人に対し、
自立できるまでの間、最低限度の生活を保障し、自立を援助し
ます。

生活福祉課 ー ー 〇

104 子どもの学習支援事業
家庭環境に左右されず、子どもの学習機会が保障されるよう、
生活保護世帯と就学援助受給世帯の中学生を対象に、学習塾に
係る費用の一部を助成して学力向上の支援を行います。

生活福祉課 ー ー 〇

105 就学援助制度
経済的理由により子どもを小中学校及び義務教育学校に就学さ
せることが困難な保護者に対し、就学に必要な費用の一部を援
助します。

学校教育課 ー ー 〇

取取りり組組みみ（（事事業業））一一覧覧
基本目標 取り組み

3.誰もが安心して暮らすための体制づくり ②生活困窮者への支援

55
55



施策の方向

（２）誰もが相談しやすい支援体制の整備

番号 事業名 取り組み（事業）の概要 担当課 重層事業成年後見再犯防止

106 奨学金制度 学業人物ともに優秀で、かつ、経済的理由により修学困難な人
に対し資金を給付、又は貸与します。 学校教育課 ー ー 〇

107 【生活困窮者自立支援事業】
家計改善支援

家計に問題を抱え、経済的に困窮する方からの相談に応じ、家
計に関するアセスメントを行い、家計の状況を「見える化」
し、家計再生の計画・家計に関する個別のプランを作成し、家
計管理の意欲を引き出すための支援を行います。

生活福祉課 ー ー 〇

108 生活福祉資金貸付事業 低所得世帯の経済的自立及び生活意欲の助長促進などを目的
に、資金の貸付と必要な援助指導を行います。

市社協
（生活支援課） ー ー ー

取取りり組組みみ（（事事業業））一一覧覧
基本目標 取り組み

3.誰もが安心して暮らすための体制づくり ②生活困窮者への支援

56
 56 57



施策の方向

（２）誰もが相談しやすい支援体制の整備

番号 事業名 取り組み（事業）の概要 担当課 重層事業成年後見再犯防止

109 地域協議会の設置

社会福祉法人が社会福祉充実計画を作成し、その中で地域公益
事業を行う場合、学識経験者、福祉関係者、民生委員・児童委
員などの地域福祉に携わる関係者が参画する協議会にて意見聴
取を行う必要があることから、地域福祉計画策定委員会を地域
協議会として位置づけ、必要に応じて開催します。

福祉保健課
指導監査課
長寿福祉課
障害福祉課
保育・幼児教育課

ー ー ー

110 大分市児童虐待問題等特別対策チー
ム

複雑化、多様化する児童虐待問題などについて、総合的な対応
を図るため、市役所内に大分市児童虐待問題等特別対策チーム
を設置し、関係各課で連携して支援を行います。

子育て支援課 ー ー ー

111 DV相談庁内連絡会議
DV被害者の支援に関し、庁内の関係部署が相互に連携し、DV
被害者への的確な支援を行うため、DV 相談窓口及びDV 被害者
支援関係部署による庁内連絡会議及び研修を行います。

子育て支援課 ー ー ー

112 犯罪被害者等支援事業

犯罪などにより被害を受けた者及びその家族又は遺族が、その
受けた被害を回復、又は軽減し、再び平穏な生活を営むことが
できるよう、総合的相談窓口として、犯罪被害者などからの相
談や問い合わせに対応するとともに、関係各課と連携し、大分
市が所管する福祉制度などの各種支援を実施します。

生活安全・男女共
同参画課 ー ー ー

取取りり組組みみ（（事事業業））一一覧覧
基本目標 取り組み

3.誰もが安心して暮らすための体制づくり ③市役所の体制整備

57
57



施策の方向

（２）誰もが相談しやすい支援体制の整備

番号 事業名 取り組み（事業）の概要 担当課 重層事業成年後見再犯防止

113 大分市民生委員児童委員庁内サポー
ト体制

民生委員・児童委員が地域で円滑かつ効果的に活動を行うため
に、関係課に支援担当者を配置し、困難事例などへの早急な対
応を行うとともに、民生委員・児童委員活動の環境整備などへ
の検討のために、民生委員児童委員庁内サポート会議のもと、
庁内連携で支援を行います。

福祉保健課 ー ー ー

114 【利用者支援事業】
こども家庭センター

母子保健・児童福祉の両機能の連携・協働を深め、全ての妊産
婦、子育て世帯、子どもへ一体的に相談支援を行います。

健康課
子育て支援課 〇 ー 〇

115 多機関協働事業
支援関係機関等からつながれた、複雑化・複合化した支援ニー
ズを有する事例等に対して、支援関係機関の抱える課題の把
握、役割分担、支援の方向性の整理といった事例全体の調整機
能を果たすなど、主に支援者の支援を行ないます。

福祉保健課 〇 ー 〇

116 出産・子育て応援給付金事業

全ての妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てができるよ
う、妊娠届出時や妊娠8か月頃、産後4か月頃までの乳児家庭全
戸訪問時等に妊婦や養育者にアンケートや面談を実施し、妊娠
期から出産・子育てまで一貫して身近で相談に応じ、必要な
ニーズに即した支援につなぐ伴走型相談支援の充実を図るとと
もに、妊娠および出生の届出を行った妊産婦等に対し、出産育
児関連用品の購入や子育て支援サービスの利用負担軽減を図る
経済的支援（計10万円）を一体的に実施します。

健康課 ー ー ー

117 大分市子育て世帯・ヤングケアラー
等訪問支援事業

家事・育児などに対して不安や負担を抱える子育て家庭、妊産
婦・多胎児・ヤングケアラー等がいる家庭をヘルパーが訪問し
て、家事・育児を支援します。

子育て支援課 ー ー ー

取取りり組組みみ（（事事業業））一一覧覧
基本目標 取り組み

3.誰もが安心して暮らすための体制づくり ④専門・相談機関の連携強化

58
 58 59



施策の方向

（３）権利擁護の推進

番号 事業名 取り組み（事業）の概要 担当課 重層事業成年後見再犯防止

118 成年後見制度普及啓発事業
私的自治尊重の観点から本人の意思表示に基づく制度利用とな
るよう講演会やパンフレットの配布等の普及啓発を行い、より
多くの方が制度のメリットを受けられるよう取り組みます。

長寿福祉課
障害福祉課
市社協

ー 〇 ー

119
【市民後見人の育成】
成年後見制度利用支援事業 地域住民による本人に寄り添った適切な後見人等の選任の必要

性や担い手の確保も含め、市民後見人の養成に取り組みます。
長寿福祉課
障害福祉課
市社協

ー 〇 ー

120 【利用促進】
成年後見制度利用支援事業

地域連携ネットワークの機能を有効活用し、適切な市長申立の
実施に努めるとともに、報酬助成制度の対象者拡大や申立て費
用に関する助成並びに住所地特例の範囲拡大など、成年後見制
度の利用促進に努めます。

長寿福祉課
障害福祉課
市社協

ー 〇 ー

取取りり組組みみ（（事事業業））一一覧覧
基本目標 取り組み

3.誰もが安心して暮らすための体制づくり ①成年後見制度の利用促進

59
59



施策の方向

（３）権利擁護の推進

番号 事業名 取り組み（事業）の概要 担当課 重層事業成年後見再犯防止

121 大分市成年後見センター

成年後見の利用促進を図ることにより、認知症や知的障がい、
精神障がいなどにより、判断能力が十分でない方が、成年後見
制度を適切に利用できる仕組みづくりをすすめるとともに、市
民が後見業務の新たな担い手として活躍できるよう支援しま
す。

長寿福祉課
障害福祉課
市社協

ー 〇 ー

122 高齢者虐待防止事業
地域包括支援センターなどで構成する高齢者虐待防止ネット
ワークの活動を通じて、高齢者虐待の未然防止、早期発見、迅
速かつ適切な対応、普及啓発活動を行います。

長寿福祉課 ー ー ー

123 大分市障がい者虐待防止センター 障がい者虐待の防止や養護者に対する支援、啓発活動などを行
います。 障害福祉課 ー 〇 ー

124 DV防止啓発講演会
DVの現状や、DVが与える影響を正しく知ることで、DVの防止
や暴力のない社会の実現に向けて、市民や支援者に向けて講演
会を開催します。

子育て支援課 ー ー ー

125 障害者差別解消法関連事業

障がいのある人もない人も分け隔てなく、お互いに人格と個性
を尊重しあいながら共生できる社会をつくることを目的とした
障害者差別解消法の趣旨に基づき、国や県・市町村などの行政
機関や民間事業者が、障がいを理由とした差別をなくすための
措置を実施します。

障害福祉課 ー ー ー

126
権利擁護支援の地域連携ネットワー
クと大分市成年後見センター（中核
機関）の運営

権利擁護支援の各場面において、相談支援の適切な機能に努め
るとともに、機能強化の視点も視野に取り組みます。

長寿福祉課
障害福祉課
市社協

ー 〇 ー

127 日常生活自立支援事業
認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者などで判断能力、
理解力などに不安がある方についての福祉サービスの利用援助
や金銭管理などを支援します。

市社協
（生活支援課） ー 〇 ー

128 やすらぎ生活支援事業
頼れる身寄りのない方が地域で安心して暮らすことができるこ
とを目的に入院時や施設入所時などの緊急時や物忘れが出た時
に必要な支援を行います。

市社協
（生活支援課） ー 〇 ー

取取りり組組みみ（（事事業業））一一覧覧
基本目標 取り組み

3.誰もが安心して暮らすための体制づくり ②権利擁護における体制強化

60
 60 61



施策の方向

（３）権利擁護の推進

番号 事業名 取り組み（事業）の概要 担当課 重層事業成年後見再犯防止

129 共同生活援助の利用支援
障がいがある人が地域において自立した生活を送ることができ
るよう、共同生活を営む住居において、相談、入浴、排泄また
は食事など日常生活上の援助を行います。

障害福祉課 ー ー 〇

130 協力雇用主への支援
公共工事の競争入札参加資格審査において、協力雇用主に対す
る優遇措置を行うことにより、協力雇用主に対して支援を行い
ます。

契約監理課 ー ー 〇

131 農福連携 福祉・農業部局が連携することにより、農業分野における障が
い者の就労支援などを行います。

障害福祉課
生産振興課 ー ー 〇

132 「ダメ。ゼッタイ。」普及運動
薬物乱用による弊害について市民が正しく理解し、薬物乱用の
ない社会環境づくりの構築のために、ホームページ及び市報等
への掲載により「ダメ。ゼッタイ。」普及運動について周知し
ます。

保健総務課 ー ー 〇

133 “社会を明るくする運動”等の周
知・啓発

毎年７月に全国展開される“社会を明るくする運動”強調月間
において、大分保護区保護司会を中心に更生保護団体や地域関
係団体等が取り組む様々な活動の周知啓発等を支援します。ま
た、ホームページ等への掲載により、この運動について周知し
ます。

福祉保健課 ー ー 〇

134 大分保護区保護司会の活動の支援 犯罪・非行の防止活動等に取り組んでいる大分保護区保護司会
に対し補助金を交付し、その活動を支援します。 福祉保健課 ー ー 〇

135 更生保護サポートセンターの設置場
所及び保護司の面接場所の提供

大分保護区保護司会の活動拠点となる更生保護サポートセン
ターの設置場所を提供するほか、保護司が自宅以外で面接でき
る場所として、地区公民館の一室を無料で貸し出します。

福祉保健課
市民協働推進課 ー ー 〇

取取りり組組みみ（（事事業業））一一覧覧
基本目標 取り組み

3.誰もが安心して暮らすための体制づくり ③再犯防止の推進

61
61



施策の方向

（４）安心して暮らせるための基盤づくり

番号 事業名 取り組み（事業）の概要 担当課 重層事業成年後見再犯防止

136 長寿応援バス事業
気軽に外出することができる環境をつくり、健康の維持増進や
積極的な社会参加を図るため、高齢者が市内の一般路線バスを
利用する際の支援を行います。

長寿福祉課 ー ー ー

137 生活交通路線維持支援事業
バス路線の一部もしくは全部の区間の休廃止が計画されてい
る、または既に休廃止された地域において、バス路線の維持や
復活を行うため主導的に運行の赤字分を負担する自治会等に対
して、負担額の一部を補助します。

都市交通対策課 ー ー ー

138 ふれあい交通運行事業

公共交通機関の利用が不便な地域において、最寄りの路線バス
停留所まで乗合タクシーを運行し、住民の日常生活における移
動手段を確保するとともにバス利用の促進を図ります。また、
接続するバス停に上屋やベンチを設置し、待合環境の改善に取
り組みます。

都市交通対策課 ー ー ー

139 コミュニティバス導入地域支援事業
公共交通機関の利用が不便な地域や、坂道が多いなどの地形的
な理由から移動することが困難な高齢者等が多数居住する地域
の自治会等が、住民の日常生活における移動手段の確保を図る
ために行う事業に対して、運行経費の一部を補助します。

都市交通対策課 ー ー ー

140 路線バス代替交通運行事業
路線バスの一部運行ルートが廃止となった野津原地域および滝
尾地域において、地域住民の移動手段を確保するため、定員９
名のジャンボタクシーによる代替交通を運行しています。

都市交通対策課 ー ー ー

141 新たなモビリティサービス事業
高齢者等の移動困難者支援や過疎地域における移動手段の確保
など、地域公共交通が抱える課題解決に向けた取り組みとし
て、グリーンスローモビリティを運行しています。

都市交通対策課 ー ー ー

取取りり組組みみ（（事事業業））一一覧覧
基本目標 取り組み

3.誰もが安心して暮らすための体制づくり ①地域特性に応じた移動支援
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施策の方向

（４）安心して暮らせるための基盤づくり

番号 事業名 取り組み（事業）の概要 担当課 重層事業成年後見再犯防止

142 老朽危険空き家等除去促進事業
管理不全な状態で放置された老朽危険空き家の増加に伴い、居
住環境の悪化が懸念されています。
このような空き家の除却を推進するため、除却費用の一部を補
助します。

住宅課 ー ー ー

143 空家等改修支援事業

長期にわたって使用されていない空家等の利活用を促進するた
め、空家等を改修（改築又は増築を含む。）して「大分市住み
替え情報バンク」に登録した場合や地域活性化に資する福祉·
文化用途の施設などに転換した場合に、改修にかかった経費の
一部補助を行います。

住宅課 ー ー ー

144 空家等相談会
適切な管理がされず老朽化した空家等の所有者に対して、管理
不全の解消を促進するため、空家等の管理に関する情報や除却
補助などの支援策を提供します。

住宅課 ー ー ー

取取りり組組みみ（（事事業業））一一覧覧
基本目標 取り組み

3.誰もが安心して暮らすための体制づくり ②空き家等への対策
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施策の方向

（４）安心して暮らせるための基盤づくり

番号 事業名 取り組み（事業）の概要 担当課 重層事業成年後見再犯防止

145 避難行動要支援者対策事業 地域内での避難行動要支援者の情報共有を進め、災害時に自主
防災組織において避難支援が行える体制づくりを促進します。 福祉保健課 ー ー ー

146 福祉避難所の設置
市内の福祉施設などと協定を締結し、学校の体育館などの指定
避難所では避難生活が困難な高齢者や障がい者など（要配慮
者）のための二次的な避難所として設置することで、要配慮者
の円滑な避難を支援します。

長寿福祉課
障害福祉課 ー ー ー

147 災害ボランティア活動支援体制整備
事業

大規模災害時におけるボランティア活動が円滑・効果的に推進
できるよう、研修を行い、人材の登録を進めます。また、市役
所と連携を図るなか、災害ボランティアセンターの運営にむけ
た体制整備を促進します。

指導監査課
市社協 ー ー ー

148 防犯灯設置・管理費補助金
防犯灯維持費補助金

犯罪防止や交通安全のため市内の各自治会、PTA などの団体が
設置· 管理する防犯灯に補助金を交付します。

生活安全・男女共
同参画課 ー ー ー

149
大分市バリアフリーマスタープラン
及び基本構想によるバリアフリー化
の推進

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一
部を改正する法律」（改正バリアフリー法）に基づき、施設や
道路の総合的・ 一体的なバリアフリー化に加えて、「心のバリ
アフリー」を推進します。

まちなみ企画課 ー ー ー

150 中央補導活動
大分市青少年補導員連絡協議会と連携し、気になる行動への声
かけや商業施設からの情報収集を積極的に行い、子どもの非行
防止に取り組みます。

社会教育課 ー ー 〇

151 大分市医療的ケア児者非常用発電装
置等整備事業

在宅で医療的ケアが必要な方に対して、災害時にも必要となる
医療機器の電源を確保するため、非常用発電装置等の購入費に
かかる費用の全部又は一部について助成します。

障害福祉課 ー ー ー

152 消費者啓発講座
消費者が悪質商法をはじめとする様々な消費者トラブルに巻き
込まれないようにするため、「消費生活教室」や「消費生活セ
ミナー」などの啓発講座を開催します。

生活安全・男女共
同参画課（ライフ
パル）

ー ー ー

153 高齢者等世帯に対するごみ出し支援
事業

家庭ごみを所定のごみステーションまで搬出することが困難な
高齢者、障がい者等の世帯を対象に、自宅の玄関先などに直接
収集に伺います。

清掃業務課 ー ー ー

取取りり組組みみ（（事事業業））一一覧覧
基本目標 取り組み

3.誰もが安心して暮らすための体制づくり ③安全・安心の環境整備
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施策の方向

（４）安心して暮らせるための基盤づくり

番号 事業名 取り組み（事業）の概要 担当課 重層事業成年後見再犯防止

154 地域防災・避難訓練の開催支援 自主防災組織からの要望に基づき、防災講話の実施や防災訓練
の指導を行います。 防災危機管理課 ー ー ー

155 大分市自主防災組織活動事業費補助
金

自主防災組織の活動を支援するため、訓練に係る経費や、備蓄
物資の購入経費を補助するとともに、自主防災組織における要
配慮者への支援体制の構築を促進するため、訪問活動などへの
活動費も補助します。

防災危機管理課
福祉保健課 ー ー ー

156 大分市防災士協議会活動事業費補助
金

地域の防災リーダーとして活動する防災士同士の連携やその活
動を支援することにより地域防災力の向上を図るため、防災士
が校区単位で協議会を設立し、研修などを行う場合に、その経
費を補助します。

防災危機管理課 ー ー ー

157 大分市消防団活性化事業 地域防災力の向上に欠かせない消防団員を充足させるため、や
りがいと魅力のある組織づくりを目指します。 消防局総務課 ー ー ー

158 地域防災活性化事業 防災学習車等を活用して、地域において幅広い世代への訓練指
導を行い、地域防災力の強化を図ります。 消防局総務課 ー ー ー

取取りり組組みみ（（事事業業））一一覧覧
基本目標 取り組み

3.誰もが安心して暮らすための体制づくり ④地域防災力の強化
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